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各都道府県教育委員会教員免許事務主管課 

各都道府県教育委員会学校教育主管部課 

各指定都市・中核市教育委員会学校教育主管部課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

附属学校を置く各国公立大学法人担当課 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課   

   文部科学省初等中等教育局教育課程課   

 

 

書写の指導の充実に係る特別非常勤講師制度の活用について（事務連絡） 

 

平素より、教育行政の推進に御理解、御協力いただき感謝申し上げます。 

新学習指導要領においては、書写の指導について、別添１のとおり、我が国の言語文

化に関する指導の改善・充実が図られたことから、適切に運筆する能力の向上につなが

るよう指導を工夫する等示しているところです。 

このことに関し、書写の指導に当たっては、地域の外部人材を活用することも有用で

あることから、教員免許の有無にかかわらず外部の専門的人材を活用できる「特別非常

勤講師制度」（別添２参照）の活用も御検討くださるようお願いします。なお、小学校・

中学校・高等学校・特別支援学校等での書写・書道分野に関する本制度の利用は、全国

で 575 件の届出がありました（平成 30 年度実績）。 

本制度は、学校の教育内容の多様化に資するよう、幅広い経験を有し、優れた知織や

技術を持つ社会人を学校教育において活用できるようにすることを目的としたもので

あることから、各学校のニーズに応じ、積極的な活用をいただきますようお願いします。 

また、都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（大学及び高等専門学

校を除く。以下同じ）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管

部課におかれては所轄の学校に対して、国公立大学法人におかれてはその設置する附属

学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を

受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校

に対して周知いただきますようお願いします。 

 

 

御中 



【参考：特別非常勤講師制度の概要】 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1326555.htm 

 

添付資料： 

別添１ 新学習指導要領における書写指導の充実について 

別添２ 特別非常勤講師制度について 

 

 

 

本件担当： 

○ 特別非常勤講師制度について 

文部科学省総合教育政策局教育人材政策課 

教員免許企画室教職課程免許係 

                     TEL03-5253-4111 内線 2451 

○ 学習指導要領について 

                                   文部科学省初等中等教育局教育課程課 

                        教育課程第三係 

                     TEL03-5253-4111 内線 3706 
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

小学校 4,730 4,599 4,796 4,472 4,235

中学校 2,495 2,466 2,382 2,384 2,505

高等学校 11,458 11,663 11,775 11,916 12,324

特別支援学校 1,378 1,613 1,818 1,604 1,772

合計 20,061 20,771 20,771 20,376 20,836

医学・看護
（医師、看護師等） 3,744

外国語（外国語会話を含む）
（英会話講師、通訳、ネイティブスピーカー等） 3,731

家庭科教育
(調理師、栄養士
等)

1,999

芸術
(彫刻家、写真家等
)

2,373
福祉
(介護福祉士、手
話講師等)

1,708
伝統芸能
(能楽師範等) 808

競技スポーツ
(元プロ野球選手
等)

683

情報
(プログラマー等) 558

茶道・華道
(茶道家、華道家
等)

543
書道・書写
(書道家・書道教
室講師等)

575
製造現場体験
(建築家、大工等) 230

異文化理解
(通訳、JICA研修
員等)

238
野外体験活動
（農家、造園業等） 503

伝統工芸
（陶芸家、宮大工
等）

325
地域文化理解
（宮司、元公民館
長等）

341

環境教育
（農学研究員、ネイ
チャーガイド等）

200
朗読
（劇団員、図書館
司書等）

175
理容・美容
（美容師、ネイリス
ト等）

142

その他
（NPO法人代表理
事、CGクリエイ
ター等）

1,960

※括弧内が主な職業

特別非常勤講師制度について

地域の人材や多様な専門分野の社会人を学校現場に迎え入れることにより、学校教育の
多様化への対応やその活性化を図るため、教員免許を有しない非常勤講師を登用し、教科
の領域の一部担任させることができる（昭和６３年に創設）。

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校における全教科、外国語活動、道徳、総合的
な学習の時間の領域の一部及び小学校のクラブ活動（平成１０年に対象教科を拡大）

任命・雇用しようとする者から授与権者（都道府県教育委員会）への届出が必要。
（平成１０年に許可制から届出制に変更）
※届出手続きに関して、市区町村教育委員会や学校法人等の負担軽減を図るために、平
成３０年に「特別非常勤講師の任用に係る授与権者への届出について」を発出

《届出件数》

《事例》

３．手続・要件

４．届出件数・事例

２．担当する教科等

１．制度の目的・概要

別添２別添２


